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水害常襲地域の水利組合と用排水事業

―新潟県西蒲原郡西川西部普通水利組合について―

陳 祥

要 旨

芸者査閲了新潟旦西蒲原土地改良区資料頂現存的威前資料,根据西川西部普通

水利組合的歩入､歩出､土地岨税率及各項水利事地的造営情況等資料,来分析蛾前

期新潟地区普通水利 組合的歩入/歩出､水利事此負担及地区賦税率等同題O文章通辻

村西川西部普通水利組合現存資料及数据逆行柿理,分析蔵前期 日本普遍存在的水利

家､具､水利組合､各村之何軒対如何治理地方上的水害及漕概同塵上的相互斗争与

合作美系｡

キーワー ド--･西蒲原西部 水利組合 用排水 水害

はじめに

本稿では､戦前期新潟県西蒲原郡西部にあった四つの組合の一つである西川西部普通水利組

合をとり上げ､どのように排水と利水事業を促進 したかを検討する｡西蒲原郡の水問題をめぐ

る既往の研究は､治水書水利あるいは上郷 と下郷の矛盾の側面について検討 したものが多い1)Q

しかし､いずれも水利組合等の組織を前提 として論 じてお り､水利組合そのものの機能や実態

を分析するに至っていない｡

そこで､ここでは西蒲原郡の西川西部普通水利組合 (以下西部組合 と略称する)の ｢会議録｣

や ｢決算書｣､｢議決書｣等を分析 し､水害常襲地域内において水利組合が如何に治水事業を行

ったか､用水と排水事業をめぐって､県 ･組合 ･村とどのような関係があったか､農民は組合

に対してどのような負担をしていたか等を究明したいと考える､｡そのため､西川西部普通水利

組合の規約 ･賦課等も分析するO
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水害常襲地域の水利組合と用排水事業 (陳)

一一 西川西部における水との戦い

まず､西部組合における水-の取 り組みの推

移を整理 しておこうQ

内田氏の研究によると､西川の標高と水位は

西川と矢川の合流点において矢川 よ り高かっ

た.｡そのため､排水路が整備 されていない段階

では､矢川の潜水がなかなか西川に排出できな

かった〕弥彦附近山地か らも悪水が流出 してい

た｡すでに江戸時代から､この地域内の各村で

は 上流の御新関排水､矢川上流の二間 口 ･中

流 ･下流西川合流地点の竹野堰 ･六間口堰など

で排 水をめぐる対立があったOこの対立状況は

その後も続いた.〕1869 (明治 2)牢植野村は当

時の出雲崎民生局に訴状を提出している｡六間

口堰か ら大量の悪水が流入 したため耕 作でき

なくなったと提訴 した｡1870 (明治 3)牢､六

間【■1堰をめぐって六間 [:1議定書を締結 し､区域

内の対立を一時的に解決したL〕このとき､西川

水防組合がつ くられた｡しか し､lS96(明治 29)

牢､六間【1堰協定書に加入していなかった船越

村は組合に加入済みの各村 と排水問題 につい

て紛争を起こしたcl885 (明治 18)牢 9月 12

日には､堀山新田を始め 74個の村が ｢悪水抜

疎削場所御測盈頗｣を提出した｡

悪水抜疏塗場所御測量頗

西蒲原郡堀山新田村始七十四ヶ村

右柑々ノ儀は本郡西南二位シ東ハ幸二西川ヲ境シ西

ハ西山諸山を退 り仝郡中島柑以菓竹野町村以南行程

九四里 ノ間二有之郷地ニシて毎年春暖融雪 パ疾二際

シテ-信溝川出水ノ毎度西川 ノ水量相嵩シ字矢川へ
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図 1 新潟県西蒲原地域内四つLT)組合J)分布図

農林省金沢農地事務所 『農業水利の展開と農業発展』,
農林省金沢廃城事務所,1959年,256質より

図 2 西川西 部 啓通水削組 合J)等高線 図

単位 :∩

内田和子著『近代日本の水害地域社会史』,
古今書院.1994年,14J百より作成
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名状 ス- カラス七十四 七村 _ノ披害反別凡参千余町歩荒地起返 り池沼及 ヒ水面地 IL百五拾余町歩 ヲ亡失シ

無極 ノ雀田中二歳月マ消費 スル-誠二遺憾 ノ至 リニ付も柑 ケ人民牲犠 ノ上本郡樋曽柑地先矢川 ヨリ角海

浜柑海面へ悪水路 ヲ疏整 シ廃 車山山底探究 ヲ以テ吐落スルカ然 ラサ レ-爽川尻即チ仝郡前田柑 ヨリ同郡

角田浜村二重ル ノ間新キ河流 ヲ疏馨 シ悪水ヲ吐落 スルニ非 レ-到底比 ノ水害 ヲ免 ′し､ r能-ス然 レロ比 ノ

工事 ヲ起サン トスルニ当テ二者工事 ノ難易地形 ノ′便否 ヲ測ラサ レ-費途 ノ算額 ヲ立得ル能-ス着手仕兼

候就テ-別紙図面朱点 ノ箇所御調査 ノ上実地御測量併セテ経営御 目論見被成下候様仕事七測量二間スル

諸経費ハ村々ニテ支弁仕候間比段柑 々人民惣代連署ヲ以テ奉懇願 ｢也

右七拾四ヶ村惣代

西部組合の設立と運営

1901(明治 34)牢 9月 10日西川西部普通水利組合が結成 されたO西部組合は ｢西川二制水

間門設置及用水路琉整悪水排除等専ラ組合土地保護二間スJレ事業ヲ以テ目的 ト｣した.二同年に

配布された西川西部普通水利組合事業細別書によると､西川組合の事業は下記の三つである｡

(-)制水間門 (三嶋郡大河津村西川春入口二設置)

(二)御新田悪水路 (国上村御新田田中より弥彦村太字索作字経ヶ崎二至 り西川二注ク)

(≡)矢作悪水路 (弥彦柑太字矢作県道 ヨリ和納材太字上和納二至 り西川二注タ)

組合の管理者は西蒲原郡長､組合員は選挙区に土地を有する者であったO組合費は反別が七

分 ･地価が三分の割合で賦課 した｡組合は十の選挙区を設け､土地の面積割で三十名の議員を

選挙 して議会を編成 した｡組合はこの読会によって運営された｡

西部組合は水利組合条例と水利組合法に基づ く水利組合であり､土也 (反別 ･地価)のみに

賦課 したO 組合の規約から見ると標準的な水利組合であるO

なお､西蒲原土地改良区の資料の中に､昭和 5年の組合条約も残っているOこの時の組合規

約には以下の条項がある｡

第二帳 本組合 ノ事業及 目的左 ノ如シ

ー､西川呑ロニ閉門ヲ設置シテ西川 ノ水量 ヲ利通シ組 合区域内ノ用悪水路ヲ改善シ瀧淑排水 ノ利便 ヲ

図ルコ ト

二､字柳土埋 ヲ現形 ノ値維持 スル コ ト

三､巻町大字堀山新田外 ニケ大字関渉宇内沼二組含一部 ノ費用 ヲ以テ既設排水樽 ヲ維持 ス′レコ ト

四､巻町大字巻外四ヶ大字関渉字外沼二組合一部 ノ費用 ヲ以テ既設排水機 ヲ維持 スル コ ト

組合は昭和初期まで､主に西川 と矢川をめぐって悪水排除事業を行っていた｡昭和初期にそ
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水害常襲地域の水利組合と用排水事業 ぐ陳)

の事業 が-部完成 し､主に地域内の用悪水路の維持を行 うようになったO

t､歳入 ･歳出の検討

囲3西川西部普通水利雑合における故人の御 国

ト
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囲4 西川西部普通水利1組合一こおける歳出の欄
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6)基 金蓄積金

E3元 金 慣連費

B 立 替金

昏草葉宝金

E3寄付金

由利子

田負柑額

田 臨 時事業費

□ 経 常 事業費

出典 :西川西部普通水利組合議事録･議決書 ･決算書より作成

西川西部普通水利組合 (以下は西川西部組合)の歳入 ･歳出の変化を主な費目別の構成によ

り比較 しよう｡西部組合の歳入は設立時は6167円であるO西川を用水川化する事業と排水事

業に取 りくんだため､1903(明治 36)牢には前期ピー-クの7万 2015円に達 した｡その後 1905

-1921(明治 38-大正 IO)牢には 1-6万円となったo中期ピークの 1923(大正 12)牢には

竹野町用水路の延長事業のため､10万2866円となった｡その事業が終わってから､1925-1938

(大正 14-昭和 13)牢まで､歳入は2-7万円となったOその後予算50万円の県営西川西部

排水改良事業が開始されたので､歳入は再び急増 した｡歳入の構成から見ると､組合費と前牢
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度繰越金が大部分を占める｡ 組 合 債 の 発行は組合設立初期と六間口底樋改造 と竹野町 用水 路の

延長事業時と県営西川西 部 排 水改良事業を行 うため､四回行ったO組合債は基本的に各事業終

了後の数平間に組合費を増大して償還 した｡近隣の上郷組合のように県補助金を多く得ること

は出来なかったので､事業費は主に地元で負担 していたことが分かる∩

一方歳出は､設立時の 5974円から､前述 した各事業によりその後拡大 した.)1901-1904(明

治 34-明治 37)牢まで､西川制水間門の施設工事により､臨時事業が一層拡大し､19O8(明

治41)牢に六間口底樋改造事業のため､1909(明治 42)年分歳出の 50%弱を投入 して潰地を

買収 した｡1919-1923宅大正 8-籾 窄まで､御新 田排水路及び村山周水路の新設 と槽野町用

水路延長事業のため臨時費用が増えた.1924-1932(大正 13-昭和 7)牢まで､矢川の改修事

業ため負担額金を支出した01933-1937(昭和 各～12)年までの五年間では､樋曽山陵道の開

墾により立替金で合計 5万 7444円を支出した｡西部組合の歳出は､各段階事業の実施に従 っ

て臨時事業費がだんだん減少した｡経常事業費の涯楳修繕費用は拡大 し､恒常化 した｡そ して

事業を行 うために､積立金 ･寄付金などから事業に支出し､つまり西部組合は､西川を用水路

化 し.､他方矢川については以下の事業に歳出した｡

(a)御新田排水路 (b)竹野町用水路 (C)六間口排水路の改良 (a)樋曽山陵道農業

水利改良事業 (a)県営西川西部農業水利排水改良事業

西部組合の歳入 ･歳出についてまとめると､組合費と前年度繰越金で事業を実施 した｡両費

目の歳入割合は同時代の上郷組合 と新川組合より相当高かった｡地元負担割合が多いのが特徴

であるoそのため各事業を行 うために､組合債を発行 しなければならなかったo事業終了後､

ほとんど2-3車間の内に組合債を償還 したL,経常事業費を拡大して用悪水路に関する川の波

深修繕を行ったO組合費は､ほぼ 1-6万円以内であった｡

2､賦課状況

組合が成立 した時の規約によると､ ｢本組合費ハ反別二七分地価二三分ノ割合ヲ以テ賦課ス

/レモ ノ トス｡｣ (第 20条)とある｡つまり反別割 と地価割により艮武課 している｡1903(明治

36)年度の通常会議で本多議員はこの賦課方式の欠点について､ ｢組合は用悪水の改良を計る

中に､大なるものは悪水排除にある故に､第一着手に之をや り､後に用水供給を為すものなり､

而して悪水は地価の低い所最も著 しく､高い所は幾分の効はあるもの､概 して少な し技師の測

量に依るも義務的に費用補助の意を以て測量せ りと云ひ り､利害の厚薄に依て相当の負担を受

けるは当然な り､然るに地価に三分を負担せ しむるは低い方より､反で多く負担する割合なり

何んとなれば低い地は地価やすく､高い所は地価高い､其高い割合に賦課を受けさるべからず

依て､改正せんと欲す｣ と提議 したOこの発言には､反対の声も強かった｡福田議員は ｢現第

二十条の地価に三分反別に七分の賦課は例外 と思 う､現に本郡長管理に係る水利組合姥島組合

の如き反別に六分地価に四分､叉県下の大組合たる新川組合は地価七分の賦課なり､地価割全
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廃 の建議は其当を得ず､本組合創 始 の際 は反別 地価各五分の案なりLも､七分三分と決 し爾来

其方針を以て進み来り､既に数万金を費 し､今隠課せんとするに際 し､俄かに反別のみに課す

るは酷な り､尚細かく解きたくも如何に正論にても反対者は多数にて勝算なければ､之れにて

止む｣と反対しているOこの時､地価割が全廃されたrJ

その結果､西部組合の賦課方法は単純に各太字の地益と事業の関連度により各字の賦課率を

定め､土地の反別には課するのみとなった.｡地価割 ･棟割 ･人頭割等による何種類もの賦課は

みられない.｡それに対し､同地域内の新川疎水普通水利組合は､大正 14年まで地価割はずっ

と存在し､その後地租付加税に切 り換えた､｡図 5の反別賦課額を見ると､西部組合の賦課額は

新川疎水組合よりかなり高かった.｡逆に上郷水害予防組合にやや近いと見られる.⊃だから､賦

課の角度から見ると､西部組合は逆に上郷水害予防組合と近く､土地のみの反別割により高い

R武課を課されているLl

約第二十六条の次位に付則 として追加なりたるもの即ち用水供給等は末た決定せさるに何を

以て用水負担をめたるや--弓 と言 う声が出た,,組合内部の討論の結果､組合規約の第 21条

に ｢組合用水路疏聖に属する工費は用水関係部落に其七分を賦課 し其三分は本組合--･･･一般に賦課

するものとす｡但用水路成功の上は関係部落へ無償譲与をなす ものとす｣(福 田議員の提言)

を加える建議に合意 したo

西部組合は普通水利組合であったが､賦課の面においては水害予防組合と似ていた｡組合で

は土地の実際地益と土地面積によっては課することにより区域内の賦課を簡単化､明瞭化した｡

棚方これに基づいて､用水需要が高い区域では､用水賦課を高めたoこれ らの措置により組合

内部の上下流地域の矛盾を調和させることで､組合内 部 の 各 事 業 を順 調 に 進 め たQ

図5各軸合 と内外沼の反射戯 餅の欄
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事業の負担

1､創設期事業負担問題

1901(明治 3射 牢の西部組合 ｢西川西部普通水利組合改良説明の大略｣ 2)に基づいて､組合

の具体的な計画が以下のように決定されたご

(1)西川間門の新設により､西川の水位を安定させ､御新田 ･矢作 ･矢川 ･六間 口の排

水路を完備するo

(2)矢川上流､村山大橋から下流の間手桶まで流水路を修築す る.｡

(3)六間口排水路からの悪水は矢川にではなく､西川に放流する∴ 西川の水位が高く排

水不可能の部分を工事する｡

この事業の概算費用は､組合の明治 34(19Ol)牢第一次臨時会議録によると以下の通 りで

ある｡

合計 197709.401円

内訳 矢川改修費

悪水路新設費

用水路新設費

用悪水路橋梁其他監督諸経費

西川間門付設費

事業負担調

組合負担

県費補助

31135.754円

4701.136円

26444.3()4R

2()00().0()(1円

73128.207円

140192.170円

57517.231円

上記に述べた西部組合の事業費について提案を提出 した後､さらに様 々の原因により大きく

変化したO日本経済はちょうど日清戦争後の発展時期で､各方面の投資が追加 されたため経済

が過熱化した｡政府は経済を制御するために事業の投資の うち巨額 ローンを厳 しく把握 した0

1902(明治 35)牢 9月の臨時議会では福田議員は次のように述べた｡｢-･･-組合経済としては

大に考慮を要す政府の方針にては近来民費膨張の今 日なれば､多額の起債は銀行に貸出をなさ

しめさるべ し､大言の様なれ も本組合が斯る大金を起債せんとする---一四万七千円余の起債

は政府は許可せ さるべ し､---｣と｡ 金子郡長 も以下のように提言 したO ｢これに付ては困難

の事業あり､各新聞にもある通 り内蔵大臣は町村の起債は絶対的不｢司意な り､除害 とせは格別

興利事業は許可ならさる旨､郡長会議の際県知事より示された り､併 し洪水の為川床上 りたる

結果自然内部の悪水吐きには困難なれば､西川開門を設け以て､水を制限 し､而して内部の改

良を為す との理由にて双方除害工事 として出願するの意な り故に､格別に しては今 日の内閣に

ては許可見込みなし金を悟るにも夫々手続あ り､内部の工事は充分やるも起債の許可を得 ざれ

ば致 し方なし｣｡

この状況に基づいて､組合は県か ら間門費の補助金として 3万 3260円 (明治 35牢-39年

の五年で年間約 6652円ぐらいずつ支払い)を供与された.〕元々勧業銀行から貸してもらう予
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定だった 14万 7千円の組合債 は､国及び県に否 定 さ れ たO結果 として､国及び鼎は間門事業

費として 5万 4800円だけの組合債を認めたO これは 1902(明治 35)年 と ま903(明治 36)卒

の負債の合計であるO最初の計画は大きく修正 しなければならなかった｡事業を順調に速める

ために､西部組合は 旦4万 7千円の資金を捻出 しなければならなくなった｡この点をめぐって､

35年 9月の臨時議会で､激 しい論争があったO福 田議員は内部事業を延期するとい う意見を

提出 したが､他の議員に認められなかった｡最後には金子郡長からまず間門を建設 し､徐々に

内部事業を展開すべきだと伝えられた｡その結果､以下のように事業を遵められた｡

西川制水間門

竹野町用水路

御新田悪水路

矢作悪水路

村山用水路

矢川の改修

六間口排水路

明治41牢 8152円

明治41牢4月--41牢 12月 4442円 合計 140707.308円

組合設立時､西川制水間門と内部事業費について組合が iO万 7447円の資金を負担 したO総

工費の76%を占めていた､)県補助金は間門建設にかぎられ､他の内部事業改良には提供されな

かった.｡昭和期の 樋 曽 山 随 道農業水利改良事業の際の地元負担 26%､県負担 24tyo､同家負担

50% 3)に比べて地元 の 負 担 が 非 常に登かったことがわかるo

2､各年次の事業

図6両川西部音速水利粗食における各事業の実行状況推移囲

量 蔓墨 壷量茎茎違量茎 量藁葺 藁 葺 蔓 藁 葺 蔓藁藁 藁 藁蔓 藁篭 蔓 竃違 憲違憲 違憲 違憲 違 憲違憲

ロ其他

日樋管費

E3橋梁費

E3溝稚買収費

国劇圭幸

田間門斉

田用悪水 路 費

曙擬紙番畢農本年度支出朝

醍

喜
葦
餐

田其他

q]橋梁費

E3間門善

因用悪水路駿深紫

出典 :西川西部普通水利組合議事録 ･議決書 ･決算書よr)作成
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図 6と付表により､西川西部普通水利組合 の設立か ら 且開音(昭和 ほ)年までの各年挽事業

の推移をみてみよう｡まず､事業費は設立時 250逢円で あ った｡1903年の西川制水間門工事､

1920年御新田延長線工事､1923く大正 12)牢の怖野 町 用 水 路延長工事では､例年より高い 5

万 3628円､4万 9891円､5万 2126円に達 したOこの三牢 以外では､事業費はほぼ4千円から

3万円であるO全体的に見ると､事業の推進により､経常事業部の割合がだんだん高くなったo

特に､経常部の用悪水路の涯深費の割合が高くなった.｡

一方､経常部と臨時部の両事業費を見ると､経常部の用悪水路涯漢費が増加 し続けてお り､

2148円をピークとして､1941(昭和 16)牢には 5469円まで減少 した｡1901(明治 34)牢か

ら 1928(昭和3)牢まで､組合は設立時の方針にもとづいて西川制水間門と御新田 ･矢作 ･矢

川･六間口四排水路の事業を行った｡当時の臨時事業部の継続事業支出額は経常部事業費より

割 合が非常に高い｡10年間を経て､1911(明治 44)牢ごろには設立時に立った第-の事業が

完成 した()西部組合は続いて内部用悪水路改良に着手 した｡経常事業部用悪水路涯沫費用がか

さみ､1913(大正 2)牢には臨時部の用悪水路費が前期ピークの 4650円に達 した｡経常事業

の用悪水路涯漢費も 1914 (大正 3)牢には 3148円に増えた｡それ以降西部組合の経常部の用

惑水路渡凍費は一層多くなった｡

西部組合の経常用悪水路涯楳事業は､1934 (昭和 9)牢には事業費の 82.6%を占めた｡1939

(昭和 14)牢の臨時部用悪水路費は､矢川繰下流部堀軽費に 1万 9784円を支出したため､臨

時部の割合が逆に高くなっているO矢川繰下流部堀整工事は用悪水路を維持するための涯凍工

事に属していたといえる｡

西部組合の戦前期の各年次事業の特徴は以下のように整理できる｡

(り設立時から明治期末までの間に,組合は主に当初計画 した事業を 行い､西川制水開門を中心

として､御新田 ･矢作 ･矢川 ･六間口四排水路の第一事業を行った｡

(2)大正期には各水路の江丸修繕､底樋の付設､樋管の工事､川床下工事､水路 延 長 などの第二

事業を行った｡その期間に経常部の各水路渡撲費用も増加し続けた.一方 ､ 外沼 ･内沼の

一部で排水機事業も行った｡

(3)昭和期に入ってから､組合の事業は内部と外部に分けられる｡内部では粂川 8御新関線 8矢

作繰 ･六間口下江 ･竹野町線 ･村山用水路の涯漢及各沈澱地涯裸の割合が多くなる｡一方､

臨時事業として樋管改造､底樋付替､河状整理､床堀工事､堤防修繕などに取 り組んだ｡

外部は前述 した県営樋曽山陰道農業水利改良事業と県営西川西部農業水利排水改良事業で

あり､寄付金と立替金を負担 した｡
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四 排水機の設置と運営

大正期に入ると､組合は童に各水路の建設 と擾藻を事業の中心に据えたOこの時期､周悪水

路の工事と共に､ ｢地域内の一部に於て排水機を設置して機械排水を為す｣4)ことが求められ

たQ大字巻字酋野外沼附近の耕地は人工排水によっては完全に排水できなかったOそのため

1915(大正 4)牢 1月6日の臨時会議において､組合の規約改正案として ｢巻町大字巻外ニケ

大字関渉字外沼二排水機ヲ設置シ及維持ス/レ事Jが提出されたO組合内の一一一部により排水機事

業を行 うと､管理と運営が複雑になることが分かったので､順調に事業を推運するために､排

水機 ｢事業二間スル費用-各関係部分二於ケ/レ本組合ノ負担 卜為シ本組合ノ事業 トシテ直接経

営管理ヲ為スノ方針ヲ以て｣をとるよう組合の規約を改正した｡そして､1915牢､一部地域

の特殊排水問題を解決するた裾 こ､ ｢巻外ニケ大字一部｣を設立したOそU)費用も 1915年か

ら独立させたOその後､ ｢巻外四ヶ大字外沼一部｣ に変更された,

巻太字巻と増山新田の耕地は､組合の北部西川矢川の合流ロにあった｡西川河床よりも低く､

排水の道がない湛水地域であったO地主が協議し､1892(明治 25)卒に排水機を設置した5)0

大正期に竹野町用水路を修繕 した､)各集落は土地改良のため､港概排水を下流の両字地域内に

流入させた｡西沼 ･内沼排水機は熊落の関係者が経営 したので､大量の排水を維持できなくな

っ た｡1892牢導入の機械はすでに老化 し､改造すると経費も負担できなくなったので､排水

機 経常の請願を組合に提出した｡両地域の負担額は以下の通りであるo

大字堀山新田 内沼排水機費 一反歩に付き 8.500円

組合費(西川西部) -反歩に付き Ll68円

計 :9.668rT]

大字巻及大字堀山新田 西沼排水機費 一反歩に付き 8.381円

組合費(西川西部) 一反歩に付き 1.且鍋 円

計 :9.549円6)

西川堤防と六間口堤防との間にある室村大字植野新田内沼高地の巻及堀山耕地も､排水機の

運転費の負担に堪えられなくなり､組合から脱却申請が提出されたOこれらU)地域の排水機維

持問題に直面して､西川西部組合は改めて 1922(大正 11)牢から ｢巻町大字堀山新田外ニケ

太字関渉内沼-部｣の費用を独立させた｡

以上ように､西部組合は大正期に入ってから､組合の全体利益と組合内部の一部地域との間

で排水機事業をめぐる多額の負担問題に直面し､西部組合は元々地域内の小さな組合を統合 し

て設立された｡用排水事業の負担問題に対処するため､組合内部に管理のための組織を独立さ

せた.この措置により､組合の分裂を避けることができたOこのようにして､排水機事業は続

けられた｡
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図8 西川西部普通水利雑合外沼一部歳出推移回

トー一一一一一一一-

.:･L二L･二~

E3歳 出 の 某 磯

ロバ?.I:'･㌻.貞一

敵事 業 費の 某 他

雷事 業 費の 修理費

四事業費の演機買収

田事業費の排水機運転費

殴事業費の排水機費設置

蔓蔓藁蔓藁葺蔓芸藁蔓藁藁違憲違憲篭篭篭篭蓋違墓違違芸墓 怒事業費の排水給費

出典:西川西部普通水利組合議事録 .議決書 ･決算書より作成O

西川西部普通水利組合外沼一部 (以下は外沼一部 と略す)の歳入 ･歳出の割合の費 目別の構

成推移を図7､図 鳥により見てみよう｡設立時は排水機設置のため､組合債を借 り入れた｡歳

入では､1915(大正 4)牢の 1万 4983円と 1916年の 1万 1009円が一番多かった｡その後 1917

-1941(大正 6-昭和 16)牢には 3-･7千円となった｡ほとんどが組合費と前年度繰越金であ

る｡設立時､県から184円の補助金を受領 したものの､排水機維持事業のために設立 した外沼

一部はほとん ど地元負担で事業を行っていた｡

-方､歳出は､ま9旦5(大正 4)牢が79S3円,1916(大正 5)卒が 1万 射 円で一番多かった｡

その後､1917-1941(大正 6-.昭和 16)牢には 2-6円となった｡設立時に排水機を設置して
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から7牢間は､主に組合債を返却 していたLT)で､歳出は 5千円 以上であった｡そUl後､外沼-I

部は主に排水機の運転費の支出のみになり､賦課率 も低 減 さ れ た,.,

∴ 内.;tTl3T

出典 :西 川 西 部 普通 水 利組 合 議 事 録 ･議 決 書 ･決 算 書 よ り作 成1,

出 典 : 西 川西 部 普 通 水利組合議事録 ･議決書 ･決算書より作成｡

西川西部普通水利組合内沼-那 (以下は内沼一部)の歳入 ･歳出表を見ると､歳入は設立時

2724円､1923(大正 12)牢に 6387円､1924 (大正 13)牢に 6661円- と拡大 した.〕その後､

組合費の割合は前年度繰越金より少なくなった01939(昭和 1考)牢の排水機設置により､歳

入は 1万 1830円に達 したり排水機維持事業のために､内沼一一部と同 じようにほとん ど地元負

担で事業を行 ったO
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牢には 7830円で例年より多かったt〕それ以外の牢の歳出は約 2-4千円を 維 持 した.,9O?,/O以 上

は排水機事業に関する支出であった｡

以上のように､西部組合内に外沼 ･内沼の費用を独立させ､事業費以外の歳出は最低限度に

削減 していた｡地元賦課 もほとんど排水機事業のみの支出で あ った｡

お才つL､j::_

江戸時代から西蒲原郡地域一帯では西川 と矢川の上下流及び合流ロの間で､水をめぐるいろ

いろな矛盾紛争があったOそのほとんどは排水問題に関することであったL,このような問題を

調整するため､明治後期に普通水利組合を設立し､積極的に紛争問題を調整 し､解決 Lた｡

第1--に､賦課問題 に つ い ては以下のように整理できる｡ 西部組合は､最初西蒲原郡の最大の

普通水利組合新川疎水普 通水利組合の形をまねて､反別割 と地価割の両方により徴収 した.し

かし､標高が高い地域と標高が低い地域の間で新 しい紛争が生 じたOそれで､賦課方法を調整

し､水害予防組合のように一律反別割の方法で徴収するようにした｡また､地域的特徴 (水害

常襲地)と結びつけて地域内の用水地に用水賦課を徴収 し始めたOこのように､組合は普通水

利組合であったが､当時の西蒲原郡の水害予防組合 と類似点があったO

第二に､事業費用負担の面から西部組合の歳入を見ると､成立初期の四大事業と昭和期の県

営水利事業が実施された時に県や国からの補助をもらったのが分かった.,しかし､かなり多く

の各事業実施にあたっては､地元が負担する形で進められて､その地元の負担率も非常に高い

ものであったOつま り､水害予防組合のように､国や県から多くの補助をもらうことは出来ず､

上郷水害予防組合や新川疎水普通組合よりR武課率は高いものであったO

第三に､事業の内容を分析すると､まず組合は創立期には ｢西川西部普通水利組合改良説明

の大略｣を作成 し､それを目標 として事業を行った｡大正期には完成 した工事を維持 しながら､

各水路の改修 ･涯漢 ･切拡 ･修築を行った｡それ と共に､地域内で排水機が設置されていた地

域について､事業管理と費用管理の改革を行った｡昭和期に入ってから､組合は主に各水路の

維持事業を行った｡県営樋曽山随道農業水利改良事業と県営西川西部農業水利排水改良事業に

対しては､寄付金と立替金 の 方 式 で 地 域 内 に拭課 した｡国と県が農業水利改良事業を行 う主体

になった7)0

このような事業の実施によって､地域内の生産力がある程度高まったOただ水害や用排水問

題の根本的解決については､大河津分水工事が決定的意味をもったOこれにより西蒲原地域は

格段に生産力を向上させたOただここで検討 した水利組織 とそれを運営する人々の努力がなけ

れば､それも生かされなかっただろう｡各村の対立や各小組合の対立などによっておこる様身

の問題を調整 し､江戸時代以来各町村が悩んでいた排水及び用水の矛盾を解決 し､広い範囲で
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農業水利の改革を進めるために､水利 組 織 は-定の役割になっていたといえるO

<注>

1) 岩田孝三｢越後平野に於ける河川境界に就いての酎 台地理学的研究｣(『大塚地理学会論文集 第二輯』､

古今藩院､1933年ト ｢越後低湿地に磨ける水利の問韓j(『地理教習窮二輯臨時増刊』､1937年)､農林

省金沢農地事務局『信濃川下流地域における農薬水利の展開 と農業発展銅農林省金沢農地事務局､旦959

年上 白井義彦 『水利開発 と地域対応』(大明堂､且987年上 新潟県西蒲原土地改良区 『西蒲原土地改良
史』(西蒲原土地改良区､1981年上 内凹和子 ｢信濃川下流水害常習地における水害予防組合の特質-

新潟県上郷水害予防組合を例 として-｣(『地理科学』､且990年)･｢用水 と排水をめぐる地域間の対立と

調整-新潟県西蒲原地域を例 として一･一｣(『人文地理』､1991年)､大熊孝 『撒 水と治水LT)河JH史』(平凡

社､2007年)などがあげ られる｡

:) 1901(明治34)年J)西川西部普通水利組合の議決書上r)

西川西部普通水利組合改良説明の大略

ア引r偶 部首通水利組合は従来矢川並六間 口に依 り､区域内井J)悪水を西川に排出せ LもJ)に して､区

域中下流の田面は西川水位常に高いため､排水の途を失い湛水の寮を被るのみな らず､上流の高地 と旧

来の慣行上耕地区域相互の関係を加えて､複雑にするQ或は囲壕を築き,或はは水路に制限を設する等､

充分排水の効果がないため､其の改良の策を誇ずる数年の久 しいに亘 り､水利組合の第-番業としては

西JJl呑口大河津に制水間門を設けて､西川両岸の濯概用水に相当なる水量を計って､酉JIFの水位を常に

一定LT)高さに維持 し､之を標準 として区域内排水計画水面を定め'-で全区域の御新田 ･矢作 .矢川 ･六間

口J)四水指に分かつn上部国上中島四個等高地J)悪水は御新田悪 水路より､矢作付近J)悪水は矢作悪水

路より排出 し､その残 り並びに粂川沿岸の悪水は矢川を修築 して排擬せ しむるものとし色別に中部の高

地に港親する為矢作村大事無作より用水を引き入れて､従来の用悪東の関係 を-新するQ第二の番菜と

しては六間口より排出せ しむべき悪水の内西川標準水位に排出 し得さる､低地の悪水排出は追って相当

の改良を施す0

3) 負担割は 『掛 目西部普通水利組合議事録』 上rl記入O

4) 『西川西部普通水利組合 大正四年決議書』 よりL,

5) 『西川西部普通水利組合 大正九年･･-二月一一凶日西蒲原郡長香河錬弥に提出 した請願3,:,

6) 『西川西部普通水利組 合 大正九年議事録』よト‖乍成Q

7) 昭和八年 .昭和十六年西JH西部晋通水糾組合決議書より作戒｡県営樋曽山随道農業水利改良車襲J)負

担割は､地元負担 260,,6､県負担240｡､国家負担500.であるo県営西川西部農業水利排水改良車業の負

担割は､地元負担32%､県負担 18%､国家負担 500,'Oである｡

<参考資料>

2)『西川西部普通水利組合会議事録』(明治 3-1牢一一昭和 16年)

3)『西川西部普通水利組合決議書』 (明治 34年一･一昭和 16牢)

4)『西川西部普通水利組合 昭和二年大字別地益調』

5)『矢川開削用悪水改良開渉村々反別収穫及被害反別調査表』(明治 22牢)

6)｢悪水抜疎削場所御測量願 堀山新田始七十四村｣(明治 18年 9月 12日)

主指導教員 (芳井研一教授)､副指導教員 (真水康樹教授 ･山内民博准教授)
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付表:西川西部普通水利組合の歳出の推移 単位:円(小数点以下で四捨五入)
明治34年 明治35年 明治36年 明治37年 明治38年 明治39年 明治40年 明治41年 明治42年 明治43年 明治44年

事業費 2501 20159 53628 13995 21042 23447 15154 15999 20896 12043 8315
経常事業費 514 648 1370 1592 2566 2945 3185
間門費 353 409 254 205 245 683
用悪水路漢浅黄 221 996 1337 2345 2597 2440
橋梁費
水防費 161 17 16 103 62
経常事業費の基地 0 1 374 1 0 0 0
臨時事業費 2501 20159 53628 13995 20528 22799 13784 14407 18330 9098 5130

継続事業費本年度支出額 18721 20952 13375

用悪水路費 85 150 6352 1953 1358 4923
堤防修築貴 1514 938
測量責 2501 2052 748 866 300
災害害復奮責 1518
橋梁章

間門貴 17365 52862 13129 1419 400 106
漬 地買収 費 5636 16377 5802 100
樋管責

臨時事業費の其他 0 742 18 0 208 278 109 1481 0 20 ー

具体的な事業内 測量 西川 制 西川制 西Jl伸1 継 続 事 業 費 こ継続事業費:*&*##;経 常 事 業 の 渡 深 : 経常事業の渡 経常事業の淫藻費: 経常事業の澄渡費:

水間門 水間門 水間門 西 河 制 水 間竹野町用水路 新 設 工 事 御新田悪水路漬地買収 西 川 筋 渡 漠 及 障 害物 取 除 工 事 漢: 西川筋凍漢及障害物 取 西川筋溝凍及障害物 西川筋渡渡及障害物取除工事工

竹野町用水 村山 用 水路 御新田､矢 矢作村山水路湊 漢 除工事 矢川､矢作村山水路漢漢御新調底樋江丸修繕 矢川､六間口県道以
路新設工事 新設工事 作､竹野町 工事矢川漢凍 及 上 矢川凍凍 南藻刈及以北､御新
御新田悪水 矢作悪水路 工事の凄濃 水 路 修 繕 御新田矢作村山 田線､村山銀波漠藻
路 聞手側切拡 工事 その他: 深謀 竹野町 杭棚修繕 刈 湯川梯川

矢作悪水路堤防修築費:間門下流西川東岸修築 工事 用水堰付設 工 事条川瀬替工事臨 時 事 業 二六 間 口改修嫌 江丸 棒繕各 水路 盛 時 修 繕及 凍 藻 塩 時 事英 二 梯川沈澱池波藻東川線底樋及水門江丸修繕村山線江丸修繕 沈殿池濠漠 竹野町銀波漂藻刈竹野町線江丸修繕臨時事業:



大正元年 大正2年 大正3年 大正4年 大正5年 大正6年 大正7年 大正8年 大正9年

10902 7565 8421 5916 4490 7178 23971 49891

2890 2915 3862 2464 2428 2874 4307 5977

307 215 579 407 337 572 867 1059

2561 2556 3148 1960 1929 2196 3314 4735

20 26 12
21 41 48 14 18
ー 103 87 83 144 86 100 171

8012 4650 4559 3452 2062 4304 1966 4 43 914

3931 29296

426 4650 4559 3452 1843 3390 8463 6055
971 446 387

88 422

352 2233 40
6615 55 4197

131 4028 2053
777

0 0 0 0 0 140 508 1109
経常事業の濠諜費: 経常事業の漢深費: 経常事業の漢渓糞: 経常事業の渡漠費: 経常事案の澄渡費: 経常事菜の鹿渡養: 経常事案の濠諜費: 継続事業本年度支出:鞍続事案本年度支出:

西川筋濠渓及障害物 西川筋凍凍及障害物 西川筋渡諜及障害物 西川筋渡藻盈障害物 西川筋濠藻及制水工翠矢川､六間口､御新田 西川筋渡凍及制水工事矢川､六間口､御新田 矢川､六間口､御新田 御新田繰延長工事 御新田線延長工事
取除工事 取除工事 取除工事 取除工事 線､村山繰､矢作繰､ 軽常幸薫の漢藻費二 経常事業の渡藻費:
矢Jll､六間口県道以北 矢川､六間口県道以北 矢川､六間口､御新田 矢川.六間口､御新田 竹野町線渡漠産別 矢川､御新田繰､村山 矢川､御新田繰､村山
以南､御新田線､矢作 以南.御新田線､矢作 線 ､村 山線､矢作繰､ 線､村山線､条件線､ 線､村山繰､矢作線､ 線,村山線､矢作線､ 各沈澱池の凌諜 線､矢作線､竹野町線 繰､矢作繰､竹野町繰
繰､村山線､竹野町線 線､竹野町繰凍渡藻刈 竹野町線渡濃藻刈 竹野町線渡諜藻刈 皆野町線渡凍藻刈 竹野町緒澄渡藻刈 臨時事業用悪魂路費:波束藻刈 凍渓藻刈
渡藻藻刈 臨時事業: 村山用凍路床下江丸 臨時事業用悪水路費:瞳時事薫用悪水路費:歯時事業用悪水路費:村山用水路及第-早 各沈澱池の渡藻 各沈澱池の漢凍
臨時事業: 六間口県道以南若水 修繕と溝水止め工事 西川筋護岸工事 矢川筋沫下工事 村山用水路､御新田 底縫修繕 臨時事業用悪水路費:睦時事集用悪水路養:
御新田線江丸上置底 路修繕及境界杭建設 矢作線江丸欠崩修繕 村山線江丸修繕 六間口上溝味下工事 線､竹野町線江丸修繕矢作線珠下工事及江 聞手川珠下工事､村山御新田味下及三工丸倦
樋渡沫杭堀修繕 矢作線悪水路江丸棒 臨時事業用悪水路費 細新田線中山船洩江 矢作線､竹野町線の土 矢作検床下工事 丸修繕 用水路江丸修繕及- 緒と杭柵工事/矢作繰
村山線上置腹付工事 植 村山根大戸表底 御新田下溝切拡 底樋修繕 捨場設置 御新田線村山舟曳江 竹野町繰淫漠及江丸 考慮棲撤去 切拡工事/竹野町線用
水害により西川呑口和 樋渡濃 集経線和納鷹 矢作繰吐ロ水門付替 竹野町繰床堀工事及 底樋修繕 修繕 矢川ー竹野町線杭柵エ 水路床下と杭柵工事/
水間門復舌工事 樋付設 竹野町絶間 矢川岩室橋上溝切拡 江丸修繕 村山用水路､竹野町繰聞手川珠下工事 事 竹野町線渡濃及忠矢川味下と杭柵工事∴

羊底樋修繕御新田線 樋曽沈澱池土捨場設 六間口悪水路床堀工 の呑ロ槌菅修 御新田綬樋伏及二本 捨場設置/六間口西江村山用水路江丸棒樟∵
江丸修繕及底嶺修繕 置 六間口悪水路調査 車 夫川筋味下工事 矢作線底樋､竹野町用 松土管修繕工事 丸修繕 御新田呑ロ西川味下
村山舟曳江底樋修繕 御新田線一号底縫付 水路の濠漠工事 六間口綬水門伏替エ 橋梁費:御新田線半助工事/竹野町用水路底
矢川筋樋曽尻引地先 替 矢川筋上溝より六間口 事 六間口緑江丸 橋架換工事/竹野町綬槌修繕+御新田綬半助

･
)
0
2

･



大正10年 大正11年 大正12年 大正13年 大正14年 大正15年 昭和2年 昭和3年 昭和4年 昭 和 5年 昭和6年 昭和7年
18331 11414 52126 30869 20979 21585 18917 26215 24645 12187 13419 9772
6420 6403 9322 11797 13137 13928 14427 15269 12014 9128 9623 6537
1138 384 513 569 611 1589 623 975 465 838 373 222
4498 4515 8457 10290 11265 11385 12104 12148 10079 7403 7822 5141
643 1428 8 361 554 659 939 1391 852 350 804 628

141 76 344 577 707 295 761 755 618 537 624 546
11911 5011 42804 19072 7842 7657 4490 10946 12631 3059 3796 3235

8520 72 41896 13677

3245 2636 3059 3796 32350
200

2006 908 5395 4600
159

7842 7657 4290 10946 8031

146 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
裾続事業本年度支出:御新田樟延長工事 軽鏡事業本年度支出こ竹野町 ヰ鏡手美本支出:竹野町用凍 常 常 常 I% の 経常事業の漢漠兼: 矢御薪田線延長工手 謙貴: 美川. 漠貴: 矢川.渡諜費: 真 ;弔淡 浅 発: 条 渡凍費: 渡藻費 : 条 澄渡費: 条
経常車乗の渡濃費: 経常事案の凍漠費: 用水路延長工 路延長王事経常 御新田線.矢作 御新田繰.矢作 川.御新田 JJI.御 斬 矢川.御新田 川.御新 田 川.御新田線 .川.御新田
失jJl.御新田線.矢作 矢川.御新田線.矢作 事経常事案の 孝養の渡凍費: 線.六間口下 線.六間口下 棉.矢作線. 線 .六 間口下 線 .矢作線 . 線 .矢 作 繰 . 矢作線.六問 線.矢作検.
繰.竹野町用水線.料 線.六間口下江.竹野 +渡諜費: 朱 条川筋.御新田 江.竹野町網凍 江.竹野町用水 六間口下三工. 江 .竹 野町 六間口下江.六間口.竹 野 口.竹野町線.六間口.竹野
山用水江漢藻 町用水線の渡藻工事 川.筋御新田 繰.矢作線.六間 路の藻刈り湊 路の藻刈り渡 竹野町線.棉 線一村山用水 竹野町線.料 町線.村山用 村山用水路の 町 線 .村山用
各沈農地の渡譲 各沈発泡の渡濃 線.矢作線.竹 日下江,竹野町 深及各沈澱地 漠盈各沈農地 山用水路の 路 の 藻 刈り 山 用水路の 水路の藻刈り藻刈り渡凍及 水 路の藻刈り
臨時事業用悪水路費:盛時事業用悪水路費:野町用水路.六 用水路藻刈り淡 渡藻 渡藻 藻刈り渡濃及 漠 漢 及 各沈 藻刈り漢某 波束及各沈 各沈澱地濠漢 渡濃/各沈澱
御新田床下及江丸膝 御新田線床下.東経 間口下江各藩 深盈各沈澱地渡 臨時事案樋管 瞳時事案樋管 各沈澱地溝 澱 地 渡 渓 及各沈澱地 澱地蔑謀 随時事業用 地漬菜/各凍
緒/真作線床下及江丸 線.竹野町用水線.矢 刈り渡藻護岸エ 潔 臨 貴: 村山用 費: 矢作線 藻 臨時事 臨時事案樋 渡濃 臨時 臨時事業樋 悪凍終章:御 路小破修繕

修繕/竹野町線用水路沫下工事/矢川床下及 川一六間口下江.村山用水路の沫下及江丸 事及各沈澱地 時事菓同門費:西川開門修繕 水樋管.矢作線一号埴菅改造 一号樋菅改造 薫掻菅真二 曹費: 事業樋管費 こ管費: 条川床堀工事/ 新 田 線中山船曳 江 底 樋 付 換 臨時 事 業 用悪 水 路 費 :朱費 ･山用 田 悪 田 ◆

杭柵工事/村山用水路 修繕/竹野町用水番口 臨時事業同門 費 御新田繰底 通 水吐樋曹 山 舟曳江 交 竹野町 線 河 工事 川 沫 堀 工 事

江丸修繕/御新田線杭柵エ事/竹野町水路杭柵工事/御新田韓吐ロ沫下工事/六間口と江床下工事/竹野町用水線､村山用水路の呑ロ樋菅修繕/竹野町北野堰下底樋改造 修繕/村山用水呑ロ修描/矢川一竹野町用凍埠.矢作線欄 新田線の杭柵工事 同門費:西川下流門扉取替工事 餐: 西川開門修繕 植付曹 改造 叉 点 暗渠 改逮/先傍線洪水 梯 除樋 管工 事 /六間口洪 水 梯 簡捷菅工 事 状整理 御 新 田 路 床堀工事
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昭和8年 昭和9年 昭和10年 昭和11年 昭和12年 昭和13年 昭和14年 昭和15年 昭和16年
11561 10308 13200 14121 18206 13794 29907 7976 8375
8757 10308 9468 9875 11067 10714 7213 7726 8375
400 444 256 203 300 278 260 165 352

6441 8518 7038 8491 9139 8568 5293 5824 5469
1357 858 1665 475 745 1154 737 781 1596

559 488 509 706 883 714 923 956 958
2804 3732 4246 7139 3080 22694 250

243 2458 3980 4139 3080 20230 250

3000
1274

1844
964

1597
0 0 0 266 0 0 620 0 0

経常幸美の漢漠責: 経常事業の渡深費: 経常事業の漢諜費: 経常事業の渡漠農: 経常率叢の渡渓費:経常事案の渡浅黄: 経常事業の渡漠費: 経常事菜の渡漠費: 経常事業の濠藻費こ
矢川.御新田線.矢作 矢川.御新田線.矢作 矢川.御新田線.矢作 失Jl卜御新田線.矢作 矢川.御新田線.矢作 矢Jll.御新田線.矢作 矢川.御新田線.矢 矢川t御新田線.矢作 矢川.御新田線J矢作
線.六間口下江ー竹野 揺.六間口下江.竹野 級.六間口.竹野町経.線.六間Ej.竹野町繰.線.六間口.竹野町線.繰.六間口.竹野町線.繰.六間口.竹野町線.線.六間口.竹野町線.線.六間口.竹野町繰.
町繰.村山用水路の藻 町繰t村山用水路の藻村山用水路の藻刈り渡 村山用水路の藻刈り凍 村山用水路の藻刈り 村山頼水路の藻刈り汝 村山用水路の藻刈り濠村山用水路の藻刈り漢 村山用水路の藻刈り湊
刈り凍漠/各沈澱地溝 刈り渡濃/各沈澱地渡 渡/各沈澱地濠藻/各 漢/魯沈濃地渡諜/各 凍′各沈澱地渡凍/各 潔/各沈澱地澄渡/各 漢/各沈澱池波藻/各 濃/各沈貴地液濃/各 漢/各沈澱地渡深/各
諜′各水路小破修繕 潔/各水路小破修繕 凍路小破修繕 凍路か破修繕 水路 小破修繕 水路小破修繕 水路小破修繕 水路小破修繕 水路小破修繕

臨時事業用悪液絡費:矢川筋沫堀 盛時事業用悪淡路 費二矢 川 珠 堀 臨時事業用悪水路費:矢川珠堀工事 臨時事業用覆水終発:矢川沫据 工事 臨時事業用若水終発:矢川床掘第二期工事 矢川韓下溝部堀 馨 貴 ′■村山用水路堤防修繕
失 傍 線 沫 堀 竹野 町 用 水 路 上 溝 拡 竹野町用水取入ロ改 村山用水路堤防修繕 久保田橋下流第一期 (19784円)

樋管費: 張 樋 菅 費 : 造村山用水路堤防棒 測量費: 珠堀周田まで延長エ 村山用水堤防修 繕

御新田線原水門修繕真作線二号槌鯵繕六間口過水吐樋管開門費:西川間門看守舎及附属倉庫修繕 鄭新田線原水 門修繕矢作繰二号樋修繕六間口過水吐縫曹開門費:西川間門看守舎及附属倉庫修繕 緒 組合区域内部改良基本測量 事 村山用水堤防修繕継続
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